
高知県清流保全パートナーズ協定事業寄付金募集に関する注意事項

高知食糧株式会社

高知県環境共生課

１ 寄付対象となる事業について

（1） 寄付対象となるものは、清流保全に関する事業のみとなります。

【過去の採用例】

・河川の清掃活動

・環境学習、体験活動

（水生生物の調査、シンポジウムの開催、川とふれ合う機会づくりやイベント等）

・河川の環境保護活動（絶滅危惧種保護、外来植物除去）

・河川の環境整備（水辺林の間伐、植栽、遊歩道整備、標柱設置）

・河川環境保護水質浄化事業

（2） 第１号様式（収支予算）への記載方法については、以下を参考に作成してください。

２ 寄付金の決定及び支払いについて

助成の採否に関しては、清流保全にもとづいた事業であるか等を審議のうえ決定いたします。

いかなる場合も、審議前に採用の確約はできませんのでご了承ください。（広報等で助成事業

を活用している旨を記載する場合は、採用決定後にお願いいたします。）

記載例

会費やその他予算がある場合

は記載してください。

清流保全に関連する費用が助成対

象となります。

積算根拠としてその詳細と合計額

を記載のほか、見積書など内容・

金額が具体的にわかる書類を提出

してください。

清流保全に直接関係のない費用は

助成対象外です。該当するものは、

備考欄に「対象外」と記載くださ

い。


